
令和３年第２回　広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 令和３年度広島市一般会計補正予算（第３号）

２　条　例　案

（１） 広島市固定資産評価審査委員会 固定資産課税台帳に登録された価格に関す

条例の一部改正について る審査の申出に係る手続について、審査申

（財政局） 出書への押印等を廃止するもの

　施行期日　公布の日

（２） 広島市市税条例等の一部改正に 地方税法等の改正に伴うもの

ついて（財政局）

（主な改正内容）

　１　個人の市民税

　　住宅ローン控除の控除期間を１３年間

　　とする特例措置について、一定の期間

　　に契約を行い、令和４年１２月３１日

　　までに入居した者を対象に加える。

　　　施行期日　公布の日

報告

１件 １２件 ９件 ２件 ２４件 ９件

予算案 条例案
その他の
議　　案

専決処分
承 認 案

計
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　２　固定資産税

　　⑴　評価替え後の２年度間の土地の価

　　　　格について、地価が下落している

　　　　場合に簡易な方法により価格の下

　　　　方修正ができる特例措置を、令和

　　　　４年度及び令和５年度においても

　　　　継続する。

　　　施行期日　公布の日

　　⑵　特定都市河川浸水被害対策法又は

　　　　下水道法の規定により認定を受け

　　　　た雨水貯留浸透施設整備計画に基

　　　　づき、浸水の防止を図るために取

　　　　得した一定の償却資産に係る固定

　　　　資産税の課税標準について、価格

　　　　に３分の１を乗じて得た額とする

　　　　特例措置を講ずる。

　　　施行期日　公布の日又は特定都市河

　　　　　　　　川浸水被害対策法等の一

　　　　　　　　部を改正する法律の施行

　　　　　　　　の日のいずれか遅い日
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　３　軽自動車税

　　３輪以上の軽自動車（新車に限る。）

　　に対する種別割のグリーン化特例（軽

　　課）について、次に掲げるものの適用

　　期限を２年延長し、令和３年度及び令

　　和４年度中に新規取得したものに適用

　　する。

　　⑴　電気軽自動車及び一定の天然ガス

　　　　軽自動車のうち営業用乗用車及び

　　　　貨物車

　　⑵　一定のガソリン軽自動車のうち新

　　　　たな燃費基準を満たす営業用乗用

　　　　車

　　　施行期日　公布の日

（３） 広島市証明等手数料条例の一部 行政手続における特定の個人を識別するた

改正について（企画総務局） めの番号の利用等に関する法律の改正によ

り個人番号カードの発行に係る事務を地方

公共団体情報システム機構が行うものとさ

れることに伴い、同カードの再発行に係る

手数料を廃止するもの

　施行期日　令和３年９月１日
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（４） 広島市運動場条例の一部改正に 広島市中央バレーボール場の敷地における

ついて（市民局） 駐車場の整備に係る事業の実施に伴い、バ

レーボール場を廃止するもの

　

広島市中央バレーボール場 中区基町

　施行期日　令和３年９月１日

（５） 広島市児童福祉施設設備基準等 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等

条例の一部改正について の人員、設備及び運営に関する基準等の改

（健康福祉局ほか） 正に伴うもの

（主な改正内容）

　指定障害児通所支援事業者等が書面によ

　り作成等を行うことが規定されている又

　は想定されるものについて、電磁的記録

　により行うことができることとする。

　施行期日　令和３年７月１日

（６） 広島市障害者の日常生活及び社 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

会生活を総合的に支援するため 支援するための法律に基づく指定障害福祉

の法律施行条例の一部改正につ サービスの事業等の人員、設備及び運営に

いて（健康福祉局） 関する基準等の改正に伴うもの

（主な改正内容）

　指定障害福祉サービス事業者等が書面に

　より作成等を行うことが規定されている

　又は想定されるものについて、電磁的記

　録により行うことができることとする。

　施行期日　令和３年７月１日

名　称 位　置
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（７） 広島市重度心身障害者医療費補 税制改正の影響による不利益が生じないよ

助条例及び広島市重度精神障害 う、補助対象者の所得制限を緩和するもの

者通院医療費補助条例の一部改 　

正について（健康福祉局） （例）扶養人数が２人の場合

改正前 235万5,000円以下

改正後 245万5,000円以下

　施行期日　令和３年８月１日

（８） 広島市道路構造基準等条例の一 （主な改正内容）

部改正について（道路交通局）

　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

　進に関する法律の改正に伴うもの

　　旅客特定車両停留施設の新設又は改築

　　を行う場合における同施設の構造の基

　　準を定める。

　施行期日　公布の日

（９） 広島市市営駐車場条例の一部改 周辺における駐車場の需給状況、再開発事

正について（道路交通局） 業の推進の必要性等に鑑み、市営駐車場を

廃止するもの

広島市市営基町駐車場 中区基町

　施行期日　令和３年８月１日

名　称 位　置

－5－



（10） 広島圏都市計画（広島平和記念 新たに建築制限対象地区及び建築制限内容

都市建設計画）地区計画の区域 （用途、敷地面積等）を定めるもの

内における建築物の制限に関す

る条例の一部改正について （新たな建築制限対象地区）

（都市整備局） 　西風新都大塚
おおづか

下
しも

観音
かんのん

山
やま

地区（安佐南区）

　施行期日　公布の日

（11） 広島市市営住宅等条例の一部改 市営住宅及び市営住宅等附設駐車場を廃止

正について（都市整備局） するもの

　施行期日　公布の日から起算して３か月

　　　　　　を超えない範囲内において規

　　　　　　則で定める日

　　　　　　ただし、白木井原ブロック住

　　　　　　宅については公布の日

位　置名　称

西区観音新町二丁目

安佐北区白木町大字井原
い ば ら

西区観音新町二丁目

南観音ブロック住宅

南観音アパート

白木井原
し ら き い ば ら

ブロック住宅
南観音アパート等附設駐車場
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（12） 広島市学校給食の実施及び学校 国の指針等に鑑み、学校給食の実施及び公

給食費の管理に関する条例の制 会計化に係る学校給食費の管理に関し、徴

定について（教育委員会） 収者、負担者及び遅延損害金等の必要な事

項を定めるもの

　施行期日　令和４年４月１日

３　その他の議案

（１） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　南観音住宅及び南観音住宅附設駐

　　　　車場

　２　指定の相手方

　　　　株式会社第一ビルサービス

　３　指定の期間

　　　　令和３年７月１日～令和７年３月

　　　　３１日
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（２） 市道の路線の廃止について 安芸３区７１号線など２路線

（道路交通局）

（３） 市道の路線の認定について 東５区１９６号線など１０路線

（道路交通局）

（４） 財産の交換について 広島市市営基町駐車場と広島商工会議所ビ

（道路交通局） ルディングとを交換するもの

　渡財産　広島市市営基町駐車場

　　　　　（土地及び建物）

　　所在地　広島市中区基町

　　面積等

　　価　格　２４億５，７００万円

　受財産　広島商工会議所ビルディング

　　　　　（土地及び建物）

　　所在地　広島市中区基町

　　面　積

　　価　格　２４億９，１００万円

　交換差金　本市は交換の相手方に対し

　　　　　　３，４００万円を支払う。

　交換の相手方　広島商工会議所　

4,155.54㎡に対する

198万1,751分の174万5,608

当該建物のうち１階から７階までの

専有部分　延べ1万7,456.08㎡

土地

建物

1,788.45㎡

延べ1万3,818.45㎡

土地

建物
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（５） 財産の取得について 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支

（教育委員会） 援学校用電子黒板を取得するもの

　数　　量　２，１１２台

　買入価格　３億６,００９万６,０００円

　買 入 先　株式会社小川晩成堂

（６） 契約の締結について 川の内線橋りょう上部工事（その１）

（都市整備局）

　工事場所　安佐南区の緑井六丁目及び緑

　　　　　　井八丁目

　工事概要　橋桁１連の架設工事

　委託金限度額　１０億６，２６８万円

　委託先　西日本旅客鉄道株式会社

　工　期　契約成立の日から令和６年３月

　　　　　３１日まで
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（７） 契約の締結について

（都市整備局）

　事業場所　中区基町

　事業概要　サッカースタジアム新築、ペ

　　　　　　デストリアンデッキ新設及び

　　　　　　広場エリア等整備に係る設計、

　　　　　　施工及び工事監理

　事業金額　２５６億９，６００万円

　事 業 者　大成・フジタ・広成・東畑・

　　　　　　ＥＤＩ・復建・あい・シーケ

　　　　　　ィ共同企業体

　事業期間　契約成立の日から令和６年７

　　　　　　月３１日まで

（８） 契約の締結について 広島駅南口交通広場整備その他工事

（道路交通局）

　工事場所　南区松原町

　工事概要　広場約７，４００平方メート

　　　　　　ルの整備その他工事

　委託金限度額　２８億円

　委託先　西日本旅客鉄道株式会社

　工　期　契約成立の日から令和８年３月

　　　　　３１日まで

サッカースタジアム等整備事業
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（９） 契約の締結について 駅前大橋線橋りょう等新設工事

（道路交通局）

　工事場所　南区の松原町及び京橋町

　工事概要　橋桁３連の製造及び架設並び

　　　　　　に橋脚２基及び橋台１基の建

　　　　　　設並びに広島駅南口交通広場

　　　　　　に接続する西側ペデストリア

　　　　　　ンデッキ延長６５メートルの

　　　　　　新設工事

　委託金限度額　６１億９，０００万円

　委託先　広島電鉄株式会社

　工　期　契約成立の日から令和８年３月

　　　　　３１日まで

４　専決処分承認案

（１） 令和３年度広島市一般会計補正 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生

予算（第２号）（令和３年４月 活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支

９日専決処分）（こども未来局） 給によるもの

　補正額　７億３，３０３万１千円
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（２） 広島市市税条例の一部改正につ 地方税法等の改正によるもの

いて（令和３年３月３１日専決

処分）（財政局） （主な改正内容）

　１　固定資産税

　　⑴　現行の土地の負担調整措置を令和

　　　　５年度分まで継続する。ただし、

　　　　令和３年度に限り、負担調整措置

　　　　により税額が増加する土地につい

　　　　ては、令和２年度の税額に据え置

　　　　く措置を講ずる。

　　　施行期日　令和３年４月１日

　　⑵　平成３０年７月豪雨による被災住

　　　　宅用地等に係る課税標準の特例措

　　　　置の適用期限が２年延長され、令

　　　　和４年度までとされたことに伴い、

　　　　この特例の適用を受けようとする

　　　　者がすべき申告等について定める。

　　　施行期日　令和３年４月１日

　２　軽自動車税

　　３輪以上の軽自動車（自家用の乗用車

　　に限る。）を取得した場合の環境性能

　　割の税率を１％分軽減する特例措置に

　　ついて、その適用期限を９月延長し、

　　令和３年１２月３１日までに取得した

　　ものを対象とする。

　　　施行期日　令和３年４月１日
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５　報告

（１） 繰越明許費の繰越しの報告につ 一般会計、中央卸売市場事業特別会計

いて（企画総務局ほか）

（２） 事故繰越しの繰越しの報告につ 一般会計

いて（経済観光局ほか）

（３） 予算繰越しの報告について 水道事業会計、下水道事業会計

（水道局ほか）

（４） 専決処分の報告について

（道路交通局ほか） 　

　　１１件　　　９９万　　４９１円

　交通事故

　　１１件　　１９１万　　９３８円

　その他

　　　５件　　　４６万６，１１７円

道路の管理瑕疵
か し

等に係る損害賠償額の決定

　道路の管理瑕疵
か し
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（５） 専決処分の報告について 工事請負等変更契約の締結

（環境局ほか）

　１　旧出島処理場解体工事

　　請負金額の変更

  6億7,420万2,100円

  6億8,620万9,255円

　　変更理由

　　　地中障害物の撤去の追加等による。

　２　台川
だあがわ

バイパス水路築造工事（その２）

　　請負金額の変更

  6億4,260万7,800円

  6億6,142万円

　　変更理由

　　　地中障害物の撤去の追加による。

　　工期の終期の変更

令和 3年 3月31日

令和 3年 8月31日

　　変更理由

　　　硬岩の掘削工等に日時を要したこと

　　　による。

変更前

変更後

変更前

変更後

　３　広島湯来線麦谷工区道路改良工事

変更前

変更後
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　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　平成３０年７月豪雨災害の影響によ

　　　り、着手が遅延するとともに、工事

　　　業者の確保に日時を要したこと等に

　　　よる。

　　　上部工事（その２）

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　関連工事との工程調整による。

令和 3年 9月30日

　４　安芸中野駅自由通路新設工事

変更前

変更後

　５　温品二葉の里線中山高架橋（仮称）

変更前 令和 3年 3月31日

令和 3年 3月31日

令和 4年 3月31日

変更後
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　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　地中障害物の対策に係る土質調査等

　　　に日時を要したこと、当該土質調査

　　　等の結果、掘削機を改良する必要が

　　　生じたこと等による。

　７　台川
だあがわ

バイパス水路築造工事（その２）

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　地中障害物の撤去の追加による。

令和 3年 3月31日

令和 3年 7月30日

変更前

変更後

　６　八木・緑井地区雨水渠築造工事（そ

　　　の２）

変更前

変更後

令和 3年 3月31日

令和 4年 1月31日
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　８　南観音住宅（仮称）新築その他工事

　　請負金額の変更

  12億3,754万7,300円

  12億4,650万7,900円

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　地下水対策に係る防水工の追加、土

　　　留工法の変更等による。

　９　広島湯来線麦谷２工区道路改良工事

　　請負金額の変更

　12億4,883万   20円

　12億8,437万1,020円

　　変更理由

　　　公共工事設計労務単価の変動等によ

　　　る。

（６） 専決処分の報告について 中央卸売市場食肉市場の職員の負傷に係る

（経済観光局） 損害賠償請求事件に関する附帯控訴の提起

令和 3年 3月31日

令和 3年 6月30日

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後
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（７） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃等の長期滞納者に対す

（都市整備局）

　３件

（８） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃等の長期滞納者との即

（都市整備局） 決和解

　４件

（９） 法人の経営状況報告について 公益財団法人広島市文化財団など１４件

（市民局ほか）

［追加提出予定案件］

（１） 教育委員会委員の任命の同意に 任期満了によるもの

ついて（企画総務局）

（２） 固定資産評価審査委員会委員の 委員の退任によるもの

選任の同意について（財政局）

る家屋明渡等の訴えの提起
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［参考］

（１） 佐伯区選挙管理委員及び補充員 　任期満了によるもの

の選挙について

（選挙管理委員会）
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